
申請の詳細は裏面へ！

■補助内容

・補助率：補助対象経費の３０％（千円未満切捨）

・補助上限額：1 品目につき２万円
※申請する日において、６５歳以上の者（令和７年

４月 1 日時点の年齢）のみで構成される世帯での

エアコンの購入に対しては、補助上限額が５万円に

なります。

■対象品目(補助対象家電)

エアコン （省エネ性能 ★3.0 以上）

冷蔵庫 （省エネ性能 ★3.0以上）

照明器具 （省エネ性能 ★4.0 以上）
※上記★点数は、統一省エネラベルの多段階評価点です。

※令和７年４月１日～令和８年１月３１日の間に、佐野市内の販

売店で購入した新品で、佐野市内の申請者自宅に設置するもの

に限ります。

※申請は 1品目につき 1回限りです。過去の年度も含め、今ま

でに本補助金の交付決定を受けていない品目のみ、申請でき

ます。

■お問い合わせ先 佐野市役所５階 気候変動対策課 （電話：0283-85-7302）
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■補助対象者

申請日時点において、佐野市に世帯主として住

民登録があり、佐野市の税金に滞納がない方。

※申請期限は令和８(2026)年 1月31日まで。予算総額に達した場合は期限前に終了します。

熱中症対策の強化を図るため、高齢者世帯

（６５歳以上）の者のみの世帯でのエアコンの購入に

対しては、補助上限額が５０，０００円に上がります。



提出書類 以下の１～５すべてをご提出ください。

１． 申請書

※代理の方が来る場合、申請書下部の調査同意欄に、あらかじめ世帯主本人による署名が必要です。

２． レシートや領収証（すべての記載事項がわかるように書類全体をコピーしたもの）

※購入日、購入店、購入製品の型番、購入製品の価格、総領収額が記載されているものが必要です。これらの

事項がレシートや領収書だけですべてわからない場合は、レシートや領収書に加えて、上記項目がすべてわ

かるように明細書などの提出もお願いします。

※値引がある場合には、値引額も記載されているものが必要です。

※支払残額がある場合には、残額を払った際の領収証も必要です。

３． 保証書（すべての記載事項がわかるように書類全体をコピーしたもの）

※購入製品の型番が記載されているものが必要です。

４． 統一省エネラベルの多段階評価点数が確認できる書類

※店頭表示の写真や、資源エネルギー庁が提供する省エネ型製品情報サイトの画面印刷などがあります。

５． 自宅に設置したことがわかる写真

※窓口申請において、スマホ等で撮った写真データを提示するだけは不可です。窓口申請の際は必ず、写真を紙媒体

に印刷して提出してください。

申請方法 以下のいずれかの方法で申請ください。

1．気候変動対策課窓口（佐野市役所５階）に書類を提出

2．佐野市公式ホームページから電子申請（このチラシ表面のQRコードまたは下記URLから）

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/shimin/kikouhendou/oshirase/22133.html

（ホーム＞組織一覧＞市民生活部＞気候変動対策課＞お知らせ＞佐野市省エネ家電購入支援補助金）

よくある質問
Q．住民票や納税証明書は必要ですか？

→申請書下部の調査同意欄に世帯主本人による署名（または記名・押印）があれば不要（記名のみは不可）です。原

則、調査同意欄への署名をお願いしています。（どうしても同意が難しい場合は、続柄に世帯主と記載のある住民

票と、過去５年度分の納税証明書の提出をお願いします。なお、住民票と納税証明書の発行には発行手数料がか

かります。）また、電子申請の場合は、調査に同意することで申請可能となるため不要です。

Q．何が補助対象経費に該当しますか？

→補助対象家電の購入費に加え、その家電の設置費用や買換えの場合の撤去・処分費用があります。設置・撤

去・処分費用がある場合は、その旨が記載されている領収書のコピーや、金額の入っている家電リサイクル券のコピー

などの提出もお願いします。

Q．補助対象家電を複数購入する場合、申請はどのようになりますか？

→同じ品目については（例えば照明器具を２つ購入など）、１回の申請でまとめて申請してください。同じ品

目について追加での申請はできません。

異なる品目については（例えば冷蔵庫と照明器具を購入など）、品目ごとに分けて申請してください。

Q．佐野市外の店舗やインターネット等の通信販売での購入は補助対象になりますか？

→対象となりません。この補助金事業は市内の事業者応援も兼ねているためです。


